
 

～ 警報発令時等（暴風警報等）の開催中止について  ～  

 

１．一宮市に暴風警報が発令された次の場合は、ひろば等は中止とします。  

①午前７時までに警報が解除されていないとき。  

（ステップアップママひろば丹陽は、午前１０時までに警報が解除されていないとき。）  

②午前７時からひろば等開始時刻までの間に警報が発令されたとき。  

（ステップアップママひろば丹陽は、午前１０時からひろば等開始時刻までの間に  

警報が発令されたとき。）  

※なお、中止の場合でも連絡はいたしません。  

※ひろば等開催中に警報が発令された場合は、係員の指示に従ってください。  

 

２．内閣総理大臣の発する地震の警戒宣言が発令された場合は、宣言解除までの  

期間のひろば等は中止とします。  

 

３．暴風警報以外の警報（大雨警報等）が発令されたり、その他の災害が発生した  

場合は、生涯学習課までお問い合わせください。  

 

警報の発令の有無にかかわらず、悪天候等の場合は安全を優先させてください。  


